
久喜市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部を改正する規則 

久喜市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則（平成２２年久喜市教育委員会規

則第２７号）の一部を次のように改正する。 

第３条第２項中「１２月１日から同月２０日まで」を「１月１０日から３月１

０日まで」に改める。 

第１１条第２項を削る。 

第１３条を削り、第１４条を第１３条とし、同条の次に次の１条を加える。 

（貸付け） 

第１４条 教育委員会は、奨学生から第１２条各号に規定する書類の提出があっ

たときは、貸付けすることを決定した日の属する月から起算して当該年度の３

月までの奨学金を一括して貸し付けるものとする。 

２ 教育委員会は、前項に規定する奨学金を受けた奨学生から前条第１項に規定

する在学証明書の提出があったときは、当該提出のあった日の属する年度分の

奨学金を一括して貸し付けるものとする。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 


